
 

 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
受
領 

答

弁

第

九

五

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
一
二
第
九
五
号 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸

田

文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志

郎 

殿 

  

衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
農
作
業
安
全
に
お
け
る
農
業
機
械
士
の
活
用
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
農
作
業
安
全
に
お
け
る
農
業
機
械
士
の
活
用
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
農
作
業
事
故
の
割
合
が
減
少
す
る
た
め
に
必
要
な
規
模
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
農
作
業
に
お
け
る
死
亡
事
故
」
の
件
数
を
減
ら
し
、
「
農
作
業
安
全
対
策
の

推
進
」
を
図
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
農
業
機
械
士
等
の
活
用
」
も
含
め
た
「
農
作
業
安
全
対
策
に
係
る
取
組
」
に
対
す
る
支

援
等
の
実
施
に
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
そ
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
よ
り
発
生
率
の
高
い
多
様
な
事
故
の
情
報
」
及
び
「
正
確
な
デ
ー
タ
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
閣
議
決

定
）
に
お
い
て
、
「
農
作
業
事
故
の
発
生
状
況
を
把
握
し
、
調
査
・
分
析
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
リ
ス
ク
の
高
い
作
業

を
行
う
場
合
に
必
要
な
安
全
対
策
の
徹
底
を
促
す
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
「
農
作
業
事
故
等
の
情
報
収
集
の
強
化
に
向
け
た

要
請
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
五
月
十
九
日
付
け
二
生
産
第
三
〇
二
号
農
林
水
産
省
生
産
局
長
通
知
）
に
よ
り
、
地
方
農
政

局
等
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
等
に
対
し
、
「
農
作
業
事
故
」
に
関
す
る
情
報
提
供
を
要
請
し
、
そ
の
結
果
や
厚
生
労
働
省
の



 

２ 

 

「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」
等
を
通
じ
て
、
御
指
摘
の
「
後
遺
障
害
が
残
る
よ
う
な
重
大
な
事
故
」
を
含
む
「
農
作
業
事
故
」

の
正
確
な
件
数
等
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

農
林
水
産
省
で
は
、
「
農
作
業
安
全
の
た
め
の
指
針
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
一
三
生
産
第
一
〇
三
一
二
号

農
林
水
産
省
生
産
局
長
通
知
）
を
発
出
し
、
各
地
域
に
お
い
て
「
地
域
の
農
作
業
事
故
の
特
徴
や
農
業
者
の
作
業
実
態
に
即

し
た
」
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
促
し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
各
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
、
御
指

摘
の
「
農
作
業
安
全
に
関
す
る
研
修
」
や
「
農
作
業
安
全
の
普
及
啓
発
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

お
尋
ね
の
「
定
期
的
に
研
修
等
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
化
す
る
」
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
「
研
修
講
師
に
農
業
機
械
士
等

の
専
門
性
を
有
す
る
者
の
活
用
を
義
務
化
す
る
」
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
、
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


